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    過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 要 綱 
第 一 過 疎 地 域 の 要 件 の 追 加 

 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 の 過 疎 地 域 と し て 、 次 の い ず れ か に 該 当 し （ た だ し 、 一 、 二 又 は 三 に 該 当

す る 場 合 に お い て は 、 国 勢 調 査 の 結 果 に よ る 市 町 村 人 口 に 係 る 平 成 十 七 年 の 人 口 か ら 当 該 市 町 村 人 口 に 係

る 昭 和 五 十 五 年 の 人 口 を 控 除 し て 得 た 人 口 を 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 同 年 の 人 口 で 除 し て 得 た 数 値 が 〇 ・ 一

未 満 で あ る こ と 。 ） 、 か つ 、 財 政 力 指 数 で 平 成 十 八 年 度 か ら 平 成 二 十 年 度 ま で の 各 年 度 に 係 る も の を 合 算

し た も の の 三 分 の 一 の 数 値 が 〇 ・ 五 六 以 下 で あ る 市 町 村 （ 地 方 税 の 収 入 以 外 の 政 令 で 定 め る 収 入 の 額 が 政

令 で 定 め る 金 額 を 超 え る 市 町 村 を 除 く 。 ） の 区 域 を 追 加 す る も の と す る こ と 。 

  一 国 勢 調 査 の 結 果 に よ る 市 町 村 人 口 に 係 る 昭 和 三 十 五 年 の 人 口 か ら 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 平 成 十 七 年 の

人 口 を 控 除 し て 得 た 人 口 を 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 昭 和 三 十 五 年 の 人 口 で 除 し て 得 た 数 値 （ 以 下 「 四 十 五

年 間 人 口 減 少 率 」 と い う 。 ） が 〇 ・ 三 三 以 上 で あ る こ と 。 

  二 四 十 五 年 間 人 口 減 少 率 が 〇 ・ 二 八 以 上 で あ っ て 、 国 勢 調 査 の 結 果 に よ る 市 町 村 人 口 に 係 る 平 成 十 七 年

の 人 口 の う ち 六 十 五 歳 以 上 の 人 口 を 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 同 年 の 人 口 で 除 し て 得 た 数 値 が 〇 ・ 二 九 以 上



 

二

で あ る こ と 。 

  三 四 十 五 年 間 人 口 減 少 率 が 〇 ・ 二 八 以 上 で あ っ て 、 国 勢 調 査 の 結 果 に よ る 市 町 村 人 口 に 係 る 平 成 十 七 年

の 人 口 の う ち 十 五 歳 以 上 三 十 歳 未 満 の 人 口 を 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 同 年 の 人 口 で 除 し て 得 た 数 値 が 〇 ・

一 四 以 下 で あ る こ と 。 

  四 国 勢 調 査 の 結 果 に よ る 市 町 村 人 口 に 係 る 昭 和 五 十 五 年 の 人 口 か ら 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 平 成 十 七 年 の

人 口 を 控 除 し て 得 た 人 口 を 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 昭 和 五 十 五 年 の 人 口 で 除 し て 得 た 数 値 が 〇 ・ 一 七 以 上

で あ る こ と 。                            （ 第 二 条 第 一 項 第 二 号 関 係 ） 

第 二 過 疎 地 域 自 立 促 進 方 針 等 の 策 定 に 係 る 義 務 付 け 等 の 見 直 し 

  一 過 疎 地 域 自 立 促 進 方 針 （ 以 下 「 自 立 促 進 方 針 」 と い う 。 ） 、 過 疎 地 域 自 立 促 進 市 町 村 計 画 （ 以 下 「 市

町 村 計 画 」 と い う 。 ） 及 び 過 疎 地 域 自 立 促 進 都 道 府 県 計 画 （ 以 下 「 自 立 促 進 方 針 等 」 と い う 。 ） の 策 定

の 義 務 付 け を 廃 止 す る も の と す る こ と 。    （ 第 五 条 第 一 項 、 第 六 条 第 一 項 及 び 第 七 条 第 一 項 関 係 ） 

  二 自 立 促 進 方 針 等 に 定 め る べ き 事 項 を 例 示 化 す る も の と す る こ と 。 

                                               （ 第 五 条 第 二 項 、 第 六 条 第 二 項 及 び 第 七 条 第 二 項 関 係 ） 



  三

  三 過 疎 地 域 の 市 町 村 は 、 自 立 促 進 方 針 が 定 め ら れ て い な い 場 合 に は 、 都 道 府 県 に 対 し 、 自 立 促 進 方 針 を

定 め る よ う 要 請 す る こ と が で き る も の と し 、 要 請 が あ っ た と き は 、 都 道 府 県 は 、 速 や か に 、 自 立 促 進 方

針 を 定 め る も の と す る こ と 。                   （ 第 五 条 第 五 項 及 び 第 六 項 関 係 ） 

  四 過 疎 地 域 の 市 町 村 が 、 市 町 村 計 画 を 定 め よ う と す る と き に 、 あ ら か じ め 都 道 府 県 に 協 議 し な け れ ば な

ら な い 事 項 を 限 定 す る も の と す る こ と 。                   （ 第 六 条 第 四 項 関 係 ） 

  五 過 疎 地 域 の 市 町 村 の み で は 設 置 す る こ と が 困 難 な 公 共 下 水 道 の 幹 線 管 渠 等 の 整 備 に 係 る 都 道 府 県 代 行

制 度 に つ い て 、 市 町 村 か ら 国 土 交 通 大 臣 へ の 申 請 の 際 の 都 道 府 県 へ の 事 前 協 議 を 廃 止 す る も の と す る こ

と 。                                     （ 第 十 五 条 関 係 ） 

第 三 過 疎 地 域 自 立 促 進 の た め の 地 方 債 の 対 象 経 費 の 拡 充 

  一 地 方 債 を も っ て そ の 整 備 に 必 要 な 経 費 の 財 源 と す る こ と が で き る 施 設 と し て 、 認 定 こ ど も 園 、 図 書 館

及 び 太 陽 光 、 バ イ オ マ ス を 熱 源 と す る 熱 そ の 他 の 自 然 エ ネ ル ギ ー を 利 用 す る た め の 施 設 で 政 令 で 定 め る

も の を 追 加 す る も の と す る こ と 。      （ 第 十 二 条 第 一 項 第 十 一 号 、 第 十 四 号 及 び 第 十 七 号 関 係 ） 

 二 地 方 債 を も っ て そ の 整 備 に 必 要 な 経 費 の 財 源 と す る こ と が で き る 施 設 の う ち 小 中 学 校 の 校 舎 、 屋 内 運
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動 場 、 寄 宿 舎 、 教 職 員 住 宅 等 に つ い て の 統 合 要 件 を 撤 廃 す る も の と す る こ と 。 

                                   （ 第 十 二 条 第 一 項 第 十 三 号 関 係 ） 

  三 地 域 医 療 の 確 保 、 住 民 の 日 常 的 な 移 動 の た め の 交 通 手 段 の 確 保 、 集 落 の 維 持 及 び 活 性 化 そ の 他 の 住 民

が 将 来 に わ た り 安 全 に 安 心 し て 暮 ら す こ と の で き る 地 域 社 会 の 実 現 を 図 る た め 特 別 に 地 方 債 を 財 源 と し

て 行 う こ と が 必 要 と 認 め ら れ る 事 業 と し て 過 疎 地 域 の 市 町 村 が 市 町 村 計 画 に 定 め る も の （ 当 該 事 業 の 実

施 の た め に 地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 一 条 の 規 定 に よ り 設 け ら れ る 基 金 の 積 立 て を 含 む 。 ） の 実 施 に つ き 市

町 村 が 必 要 と す る 経 費 （ 出 資 及 び 施 設 の 整 備 に つ き 必 要 と す る 経 費 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 人 口 、 面 積 、

財 政 状 況 そ の 他 の 条 件 を 考 慮 し て 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 の 範 囲 内 に 限 り 、 地 方 債 を

も っ て そ の 財 源 と す る こ と が で き る も の と す る こ と 。            （ 第 十 二 条 第 二 項 関 係 ） 

第 四 減 価 償 却 の 特 例 の 拡 充 

    租 税 特 別 措 置 法 の 定 め る 特 別 償 却 を 行 う こ と が で き る 事 業 の う ち ソ フ ト ウ ェ ア 業 を 廃 止 し 、 情 報 通 信 技

術 利 用 事 業 （ 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ り 行 う 商 品 又 は 役 務 に 関 す る 情 報 の 提 供 に 関 す る 事 業 そ

の 他 の 政 令 で 定 め る 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 追 加 す る も の と す る こ と 。      （ 第 三 十 条 関 係 ） 



  五

第 五 地 方 税 の 課 税 免 除 又 は 不 均 一 課 税 に 伴 う 措 置 の 拡 充 

    地 方 税 の 課 税 免 除 又 は 不 均 一 課 税 に 伴 う 措 置 の 対 象 業 種 の う ち ソ フ ト ウ ェ ア 業 を 廃 止 し 、 情 報 通 信 技 術

利 用 事 業 を 追 加 す る も の と す る こ と 。                      （ 第 三 十 一 条 関 係 ） 

第 六 期 限 の 延 長 

    こ の 法 律 の 有 効 期 限 を 平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で 延 長 す る も の と す る こ と 。  （ 附 則 第 三 条 関 係 ） 

第 七 施 行 期 日 等 

  一 こ の 法 律 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る も の と す る こ と 。 た だ し 、 第 六 の 改 正 及 び こ れ に 伴

う 規 定 の 整 備 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る も の と す る こ と 。 

  二 そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も の と す る こ と 。 


